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平成２８年１月１３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年１１月６日 

 

判     決 

原告        国 

被告        株式会社Ｙ 

 

主     文 

１ 被告は、原告に対し、７０万円及びこれに対する平成２６年４月１２日か

ら支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文同旨 

第２ 当事者の主張 

１ 請求原因 

（１） 被告は、ホテルの経営及び運営等を主な目的として設立された株式会社

である。 

（２） 原告（所轄庁名古屋国税局長）は、株式会社Ａ（以下「滞納会社」とい

う。）に対し、平成２５年１月９日当時、別紙租税債権目録（１）記載の

とおり、納期限を経過した平成２０年度及び平成２１年度の消費税及び地

方消費税の本税、加算税及び延滞税の合計６８０２万００７５円の租税債

権（以下「本件租税債権」という。）を有していた。 
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その後、本件租税債権は、平成２７年２月４日当時、別紙租税債権目録

（２）記載のとおり、合計３３２万０５７５円及び同月５日以降の延滞税

となった。 

（３） 滞納会社は、平成１２年４月２１日、被告に対し、被告の管理経営する

会員制フィットネスクラブ「Ｂ」（以下「本件クラブ」という。）の会員

資格保証金７０万円（以下「本件保証金」という。）を支払い、同年５月

１７日、被告との間で、本件クラブの会則（以下、改正されたものも含め

て「本件会則」という。）及び同細則（以下、改正されたものも含めて「本

件細則」という。）に基づき、法人会員として本件クラブに入会する旨の

契約を締結した。 

（４） 本件会則１３条２項は、本件保証金の返還について、「会員資格保証金

は、無利息とし、入会時より１０年間据え置きとします。」と規定してい

る。 

被告は、平成２２年５月１４日、本件会則を一部改正し、会員資格保証金

の返還につき、据置期間経過後、退会手続その他別途細則に定める手続が完

了した後１か月以内に返還する旨規定した。また、被告は、同日、本件細則

も一部改正し、「会員資格保証金返還申請書」に必要事項を記入し、署名押

印の上、「会員資格保証金預り証書」を添付して提出する、又は、「会員資

格保証金預り証書」を紛失した場合には代わりに「念書」を提出するという

手続を被告が確認した時点をもって、上記会則が定める手続が完了した日と

する旨規定した。 

（５） 原告は、平成２５年１月９日、本件租税債権を徴収するため、国税徴収

法（以下「徴収法」という。）６２条に基づき、本件保証金の返還請求権

（以下「本件返還請求権」という。）を差し押さえ（以下「本件差押」と

いう。）、同月１０日、債権差押通知書が被告に送達された。 

（６） 原告は、同年２月２５日、被告に対し、徴収法６７条１項に基づき、退
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会届を送付し、滞納会社が本件クラブから退会する旨を通知するとともに、

本件保証金の返還を請求した。 

（７） 原告は、平成２６年４月２日、被告に対し、同月１１日を期限として本

件保証金を返還するよう催告した。 

（８） よって、原告は、被告に対し、本件返還請求権の取立権に基づき、本件

保証金７０万円及びこれに対する履行催告書で定めた履行期限の翌日であ

る平成２６年４月１２日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める。 

２ 請求原因に対する認否等 

（１） 請求原因（１）、（３）、（４）、（６）及び（７）は認める。 

（２） 請求原因（２）は不知。 

（３） 請求原因（５）のうち、原告が、平成２５年１月９日付けで差押調書を

作成し、債権差押通知書が同月１０日付けで被告に送達されたことは認め

る。 

３ 抗弁（債権譲渡） 

滞納会社の有する本件返還請求権は、株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）に

対し、債権譲渡がされ、被告は、平成２４年９月５日、その譲渡を承諾してい

るから、債権差押通知書が被告に送達された時点において、滞納会社は本件返

還請求権を有していない。 

４ 抗弁に対する認否等 

（１） 否認ないし争う。 

（２） 滞納会社の代表取締役であるＤ（以下「Ｄ」という。）は、平成２４年

８月２４日、被告に対し、滞納会社の商号をＣに変更したとする社名等変

更届（以下「本件社名変更」という。）及びＣの履歴事項全部証明書を提

出しているが、本件社名変更の提出は債権譲渡に当たると解することはで

きず、被告が本件訴訟以前において本件社名変更を会員資格の譲渡と理解
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して承諾したことはない。 

すなわち、被告は、本件会則上において、会員資格の譲渡を原則として

認めておらず、会員資格の譲渡が認められるのはホテルが特別に認めたこ

となどの例外的な場合としているところ、被告は、名義変更手続の実施に

ついて何ら主張立証していない。会員資格保証金預り証書には、「社名変

更に伴い」と手書きで明記されており、入会申込書においても「２０１２

／９／２６ 社名変 Ｅ」と手書きで訂正されていること、Ｄに在職証明

書の発行を求めていることに照らせば、本件クラブの担当者及び責任者が、

本件社名変更を会員資格の譲渡として理解し、それを承諾したものではな

いことは明らかである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 請求原因（１）、（３）、（４）、（６）及び（７）は、当事者間に争いが

ない。甲２及び３によれば、請求原因（２）が認められる。また、甲９及び弁

論の全趣旨によれば、請求原因（５）も認められる。 

よって、請求原因はすべて認められる。 

２ 抗弁（債権譲渡）について 

（１） 認定事実 

証拠（認定に用いた証拠は、認定事実の末尾に記載する。）及び弁論の

全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 滞納会社は、平成１２年４月１２日、本件会則所定の入会手続をし、

本件クラブへの入会申込みを行った。被告は、滞納会社の入会申込みを

承認し、本件クラブは、滞納会社に対し、同月１４日発行の入会通知書

を送付した。 

イ 滞納会社は、被告に対し、同月２１日、入会金、会員資格保証金及び

初年度の年会費を支払い、本件クラブの開業時の同年５月１７日に本件

クラブの法人会員となった。 
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ウ 滞納会社の代表取締役Ｄは、平成２４年８月２４日、「社名等変更届」、

Ｃの履歴事項全部証明書及び「会員資格保証金預り証書紛失届」を本件

クラブに提出した。 

エ 被告は、Ｄに対し、在職証明書の発行を求めたところ、Ｄは、Ｃが同

年８月３１日付けで発行した在職証明書を本件クラブに提出した。 

オ 被告は、同年９月５日、上記の書類を受け付け、担当者印及び責任者

印を押捺した。また、被告は、同月２２日、「社名変更に伴い再発行（平

成２４年９月２２日）」と付記されたＣ宛の「会員資格保証金預り証書」

の再発行をし、Ｄに対し、これを交付した。被告は、滞納会社の入会申

込書にも、「２０１２／９／２６ 社名変」と付記して、同申込書の法

人名、住所の訂正を行った。（甲１５） 

カ 本件会則１９条には、「本クラブの会員資格は、本人限りとし、第２

１条の場合を除き、これを他に譲渡、転売、貸与ならびに担保等に供す

ることはできないものとします。」と規定されており、本件会則２１条

には、「会員は、次の各号に定める場合に限り、第８条に規定する承認

を得て、その会員資格の名義変更をすることができます。ただし、年会

費その他未納金がある場合には、この限りではありません。（１） 個

人会員が配偶者または一親等内の家族に名義変更する場合。 （２） 法

人会員がその記名者を同一法人内の他の方に名義変更する場合。 （３）

 その他ホテルが特別に認めた場合。」と規定されている。なお、本件

会則８条は、本件クラブへの入会手続に関するものであり、同条に規定

する承認とは、入会時の会員資格条件についての審査、承認を指す。（甲

６の２） 

キ 名古屋国税局長は、平成２５年１月１０日、被告に対し、同月９日付

けの債権差押通知書を送達した。同債権差押通知書には、滞納会社の本

件返還請求権を差し押さえたこと、差押債権の履行期限は「返還条件成
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就の時」であることの記載がされていた。（乙３） 

ク その後、被告は、Ｄから、本件保証金は別会社の名義にしているはず

であると認識している旨電話連絡を受けた。（甲２０、弁論の全趣旨） 

ケ 名古屋国税局特別整理部門徴収担当（以下「本件徴収担当者」という。）

は、同月１１日、名古屋国税局内において、被告の経理部部長及び同係

長から、①滞納会社から平成２４年８月２４日付けで本件社名変更が提

出されていること、②社名変更に伴い、同年９月２２日、会員資格保証

金預り証書をＣ名で再発行したことなどの説明を受けた。 

コ 本件徴収担当者は、平成２５年２月２２日、再度、被告の担当者と面

接し、被告の担当者から、①会員資格の譲渡を社名変更と認識していた

こと、②国とＣへの本件保証金の二重払いを避けるため、滞納会社とＣ

から確認書を取得することで社内統一したことなどの説明を受け、確認

書の案としてＡ４サイズ２枚の署名及び押印がされていない確認書（甲

２１。以下「被告が持参した確認書」という。）の提示を受けた。（弁

論の全趣旨） 

サ 名古屋国税局長は、平成２５年２月２５日、同日付け退会届を、本件

徴収担当者が、同日付け差押債権の支払いについてと題する書面を被告

にそれぞれ送付した。 

シ 被告は、Ｃに対し、本件返還請求権が原告の主張どおり滞納会社に帰

属していることを認めるのであれば、その旨の確認書の締結を求めるこ

ととし、同年５月１日、Ｃの代表取締役であるＦ（以下「Ｆ」という。）

と面談して、これまでの事実経過を説明し、滞納会社とＣが別法人であ

り、会員資格が譲渡されていない可能性もあるので、確認書を締結する

ことによって本件返還請求権が滞納会社に帰属することを確認させてほ

しい旨申し述べた。 

これに対し、Ｆは、滞納会社とＣとは別法人であること、滞納会社の代
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表取締役であるＤは自分の父親であり、父親に経緯を確認する必要がある

と述べた。 

その後、被告は、Ｆに対し、確認書の案を送付するなどしたが、Ｆから

は連絡がなく、Ｃとの間で、確認書を締結することはできなかった。（乙

６、弁論の全趣旨） 

ス 本件徴収担当者は、同年６月１４日、被告の担当者と面接をし、被告

の担当者は、①滞納会社の会員資格については、平成２４年８月２４日

付けで本件社名変更が提出されており、本件会則１８条（変更事項の届

出）に基づき、社名等変更届を行った旨の処理がされていたところ、本

件差押後の確認により、滞納会社とＣが別法人であることが判明したこ

と、②被告の顧問弁護士からは、債権差押通知書に基づき国税局に本件

保証金を返還することに同意するという内容でＣから確認書をとるよう

に言われているが、確認書の提出に応じてもらえていないことなどを説

明した。（甲１２、弁論の全趣旨） 

セ 本件徴収担当者は、平成２６年１月１０日、名古屋国税局への来局日

を同月１７日とする来所のお願いと題する書面をＤの自宅宛に送付した。

（甲２２） 

ソ 本件徴収担当者は、同月１７日、名古屋国税局内において、来局した

Ｄに対し、被告が持参した確認書（甲２１）をＤに交付し、被告が確認

を求めている趣旨を説明した上で、確認書の作成について協力を依頼し

た。（弁論の全趣旨） 

タ 本件徴収担当者は、同月３１日、Ｄから、Ｃ及び滞納会社の押印がさ

れた確認書（甲１８、乙１０。以下「本件確認書」という。）及び会員

資格保証金預り証書の郵送を受けた。（甲２３） 

チ 本件徴収担当者は、同年２月３日、名古屋国税局内において、被告の

担当者に対し、本件確認書及び会員資格保証金預り証書を交付した。（甲
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１９） 

（２） 判断 

ア 前記認定事実ウないしカ、コ及びスによれば、本件会則において、本

件クラブの会員資格は原則として譲渡することができず、被告が特別に

認めた場合に会員資格の名義変更をすることができると定められている

ものの、本件社名変更の提出に際して、Ｃについての会員資格条件の審

査等、本件会則に則った会員資格の名義変更手続きがされたとは認めら

れないこと、かえって、被告は、滞納会社から社名等を変更した旨の「社

名等変更届」及び記名者であるＤのＣにおける在職証明書を徴収し、「社

名変更に伴い再発行」と付記してＣ宛の「会員資格保証金預り証書」の

再発行をしていること、滞納会社の入会申込書にも、「社名変」と付記

して、同申込書の法人名や住所をＣに訂正していること、被告の担当者

は、本件徴収担当者に対し、本件差押まで、本件社名変更が会員資格の

譲渡であることを認識していなかった旨説明していることからすれば、

本件社名変更の承認は、被告における本件クラブの会員資格の譲渡につ

いての認識を表明したものとはいえないから、債権譲渡に対する承諾と

認めることはできないと解するのが相当である。 

これに反する被告の主張は採用できず、抗弁は認められない。 

イ もっとも、前記認定事実ウ、オ及びクによれば、滞納会社は、本件社

名変更の提出に際しＣの履歴事項全部証明書を提出しており、被告はこ

の提出を受けた上で本件社名変更を承認したこと、Ｃの履歴事項全部証

明書を確認すれば、滞納会社とＣとが別法人であることは容易に認識で

きたこと、滞納会社は、本件社名変更を会員資格の名義変更と認識して

いたことが認められ、これらに照らせば、被告が本件社名変更を承認し

たことが債権譲渡の承認に当たると解する余地もあることから、所論に

かんがみ、以下、検討する。 
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甲１８、２１ないし２５、乙１０、前記認定事実シないしチによれば、

滞納会社及びＣは、本件返還請求権につき滞納会社が権利を有すると合意

していることが認められるから、仮に、滞納会社からＣへ本件クラブの会

員資格が譲渡されたと解しても、その後、滞納会社及びＣとの間の合意に

より、本件返還請求権は滞納会社が有することとされたから、本件返還請

求権は滞納会社が有すると認められる。 

これに対し、被告は本件確認書の成立の真正を争っているが、甲１８、

２４、２５及び乙１０によれば、本件確認書に押印された滞納会社及びＣ

名下の印影は、滞納会社及びＣの印鑑の印影と同一であると認められるか

ら、滞納会社及びＣの意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、

民訴法２２８条４項に基づき、本件確認書は真正に成立したものと推定さ

れる。また、前記認定事実シないしチにおいて認められる本件確認書締結

の経緯や本件においてＣに対して訴訟告知がされているもののＣがこれ

に対して何ら応答していないことなどの弁論の全趣旨にかんがみれば、他

に上記推定を覆すに足りる証拠はない。 

第４ 結論 

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の

負担につき民訴法６１条を、仮執行宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適

用して、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第７部 

裁判官   湯浅 徳恵 


